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(54)【発明の名称】 超音波探触子及び超音波診断装置

(57)【要約】
【課題】  超音波探触子において、信号線の本数の増大
を回避しつつ、エレベーション方向におけるビームパタ
ーンの調整を行う。
【解決手段】  振動素子アレイ１０の上面側には、音速
制御素子アレイ１６が設けられる。音速制御素子アレイ
１６はアレイ方向に整列した複数の音速制御素子１８に
よって構成され、各音速制御素子１８はエレベーション
方向に整列した複数の要素１８Ａ～１８Ｅからなる。こ
の構成により、エレベーション方向に音速制御を行え
ば、音響レンズ４０によって固定的に形成されるビーム
パターンを電子的に調整することが可能となる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  電子走査方向に整列した複数の振動素子
と、
前記各振動素子ごとにその生体側に設けられ、通過する
超音波の音速を調整する特性をもった複数の音速制御素
子と、
前記複数の音速制御素子の生体側にそれらに跨って設け
られ、前記電子走査方向と直交するエレベーション方向
において超音波を集束させる音響レンズと、
を含み、
前記各音速制御素子は、前記エレベーション方向に整列
した複数の音速制御素子要素からなることを特徴とする
超音波探触子。
【請求項２】  請求項１記載の超音波探触子において、
前記各音速制御素子を構成する複数の音速制御素子要素
は、センター音速制御素子要素と、その両側に対称に設
けられた複数のサイド音速制御素子要素と、からなるこ
とを特徴とする超音波探触子。
【請求項３】  請求項１記載の超音波探触子において、
前記各音速制御素子を構成する複数の音速制御素子要素
の相互間には音響的なギャップが形成されたことを特徴
とする超音波探触子。
【請求項４】  請求項１記載の超音波探触子において、
前記複数の音速制御素子と前記音響レンズとの間に複数
の整合素子が設けられ、
前記各整合素子は、前記各音速制御素子要素ごとに設け
られた複数の整合素子要素からなることを特徴とする超
音波探触子。
【請求項５】  請求項４記載の超音波探触子において、
前記各整合素子を構成する複数の整合素子要素の相互間
には音響的なギャップが形成されたことを特徴とする超
音波探触子。
【請求項６】  超音波探触子と装置本体とを含む超音波
診断装置において、
前記超音波探触子は、
電子走査方向に整列した複数の振動素子と、
前記各振動素子ごとにその生体側に設けられ、通過する
超音波の音速を調整する特性をもった複数の音速制御素
子と、
前記複数の音速制御素子の生体側にそれらに跨って設け
られ、前記電子走査方向と直交するエレベーション方向
において超音波を集束させる音響レンズと、
を含み、
前記各音速制御素子は前記エレベーション方向に整列し
た複数の音速制御素子要素からなり、
前記装置本体は前記各音速制御素子要素の特性を制御す
る制御部を含み、
前記制御部は前記各音速制御素子要素の特性を制御する
ことにより前記エレベーション方向における超音波のビ
ームパターンを可変することを特徴とする超音波診断装
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置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は超音波探触子及び超
音波診断装置に関し、特に音速制御素子を備えた超音波
探触子及び超音波診断装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】超音波診断において、超音波探触子が生
体表面に当接され、その状態で超音波の送受波がなされ
る。特開平１１－１２３１８８号公報には、音速制御素
子を有する新しいタイプの超音波探触子が開示されてい
る。かかる超音波探触子において、超音波の送受波を行
う振動素子の上面には音速制御素子が設けられ、その上
面には１又は複数の整合層（整合素子）が設けられる。
【０００３】音速制御素子は、例えば、振動素子と同様
に圧電材で構成され、その音速制御素子に接続された外
部回路の電気的インピーダンスを可変することにより、
音速制御素子の特性が変化し、それによって音速制御作
用の程度を調整することが可能である。
【０００４】一方、従来から、１．５Ｄアレイ振動子
（あるいは１．２５Ｄアレイ振動子）が知られている。
このアレイ振動子は、基本的には、１Ｄアレイ振動子と
同様に超音波ビームの電子走査を行うに当たり、電子走
査方向と直交するエレベーション方向についても、超音
波の電子的なフォーカスあるいは送受信開口の可変制御
を行えるように、そのエレベーション方向に沿って例え
ば５個、７個の振動素子が配列されてなるものである。
エレベーション方向において、送受信タイミングの電子
的な制御を行うことにより、エレベーション方向に関し
て、超音波ビームの集束性を制御することができる。
【０００５】音響レンズの集束作用が固定的（固定焦
点）であるのに対し、１．５Ｄアレイ振動子によれば、
焦点を電子的に変化できる利点がある。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】上記のような１．５Ｄ
アレイ振動子において、上記の音速制御素子を利用すれ
ば、上記公報に詳述されているように、ケーブルの本数
や装置本体の送受信回路数を削減できるなどの利点を得
ることができる。しかし、一般に、通常程度の大きさを
もった音速制御素子による音速制御範囲（いわば遅延
量）はあまり大きくなく、音速制御素子のみではエレベ
ーション方向について満足のいく超音波ビームの集束性
を得ることができないという問題がある。また、音速制
御範囲を増大するために音速制御素子の厚さなどを増大
させると、製作が困難になるとともに、その内部での超
音波の減衰の影響が無視できなくなり問題となる。
【０００７】本発明は、上記従来の課題に鑑みなされた
ものであり、その目的は、ケーブルの本数の著しい増大
を招くことなく、また、装置本体側において、送受信回
路数の著しい増大を招くことなく、エレベーション方向
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における超音波ビームパターンを電子的に可変できるよ
うにすることにある。
【０００８】
【課題を解決するための手段】（１）上記目的を達成す
るために、本発明は、電子走査方向に整列した複数の振
動素子と、前記各振動素子ごとにその生体側に設けら
れ、通過する超音波の音速を調整する特性をもった複数
の音速制御素子と、前記複数の音速制御素子の生体側に
それらに跨って設けられ、前記電子走査方向と直交する
エレベーション方向において超音波を集束させる音響レ
ンズと、を含み、前記各音速制御素子は、前記エレベー
ション方向に整列した複数の音速制御素子要素からなる
ことを特徴とする。
【０００９】上記構成によれば、音響レンズによって固
定的に得られる超音波ビームの集束性を、エレベーショ
ン方向に整列した複数の音速制御素子要素の音速制御作
用の調整によって変えることが可能となる。例えば、音
響レンズによる固定フォーカス点に対して実フォーカス
点を浅くしたり深くしたり（あるいは左右に変位させた
り）することが可能となり、つまりビームパターンにつ
いて自在に調整することが可能となる。
【００１０】しかも、そのような電子制御のために信号
線の本数や装置本体の送受信回路数を著しく増大させる
必要がないという利点がある。すなわち、本発明は、音
響レンズによる固定的なビームパターン調整作用と、音
速制御素子要素群による可変的なビームパターン調整作
用を併用したものであり、本発明によれば、浅い部位か
ら深い部位まで良好な分解能を得られるので、超音波画
像全体としての画質を向上できる。なお、エレベーショ
ン方向における位相の乱れを補正するために、上記構成
を利用してもよい。
【００１１】上記構成において、音響レンズとしては、
一般的に凸形のものが用いられるが、凹形のものを用い
てもよい。各音速制御素子要素の動作特性を調整するた
めの回路は超音波探触子内に設けてもよいが、超音波診
断装置本体内に設けるようにしてもよい。音速制御素子
を構成する材料としては、圧電セラミック、圧電単結
晶、複合圧電材料、圧電高分子材料などをあげることが
できる。
【００１２】また、本発明は、リニアアレイ型、コンベ
ックスアレイ型、セクタアレイ型といった各種の超音波
探触子に適用することができる。
【００１３】望ましくは、前記各音速制御素子を構成す
る複数の音速制御素子要素は、センター音速制御素子要
素と、その両側に対称に設けられた複数のサイド音速制
御素子要素と、からなる。ここで、センター音速制御素
子要素として比較的大きな（エレベーション方向に長
い）ものを利用し、サイド音速制御素子要素として比較
的小さな（エレベーション方向に短い）ものを利用する
ようにしてもよい。この構成によれば、エレベーション
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方向の両端部近傍において、より細かく超音波の通過時
間を調整することができる。複数のサイド音速制御素子
のそれぞれの大きさを同一としてもよいが、端部にかけ
て徐々に小さくしてもよい。
【００１４】望ましくは、前記各音速制御素子を構成す
る複数の音速制御素子要素の相互間には音響的なギャッ
プが形成される。この構成によれば、超音波の回り込み
といった音速制御素子要素間における相互の悪影響を防
止できる。
【００１５】望ましくは、前記複数の音速制御素子と前
記音響レンズとの間に複数の整合素子が設けられ、前記
各整合素子は、前記各音速制御素子要素ごとに設けられ
た複数の整合素子要素からなる。望ましくは、前記各整
合素子を構成する複数の整合素子要素の相互間には音響
的なギャップが形成される。このように各音速制御素子
要素ごとに整合素子要素を設け、相互に音響的に分離す
れば、超音波の回り込みを防止できる。
【００１６】（２）また、上記目的を達成するために、
本発明は、超音波探触子と装置本体とを含む超音波診断
装置において、前記超音波探触子は、電子走査方向に整
列した複数の振動素子と、前記各振動素子ごとにその生
体側に設けられ、通過する超音波の音速を調整する特性
をもった複数の音速制御素子と、前記複数の音速制御素
子の生体側にそれらに跨って設けられ、前記電子走査方
向と直交するエレベーション方向において超音波を集束
させる音響レンズと、を含み、前記各音速制御素子は前
記エレベーション方向に整列した複数の音速制御素子要
素からなり、前記装置本体は前記各音速制御素子要素の
特性を制御する制御部を含み、前記制御部は前記各音速
制御素子要素の特性を制御することにより前記エレベー
ション方向における超音波のビームパターンを可変する
ことを特徴とする。
【００１７】上記構成によれば、エレベーション方向に
整列した複数の音速制御素子要素について、通過する超
音波の音速を個別的に制御することにより、各音速制御
素子要素中での超音波の送受波に係る遅延時間を設定す
ることができ、その結果、エレベーション方向について
ビームパターンを操作することが可能となる。
【００１８】望ましくは、各振動素子ごとにその下面側
に信号リードが設けられ、且つ、各振動素子ごとにその
上面側に（複数の振動素子と複数の音速制御素子との間
に）グランドリードが設けられる。上述のように、各音
速制御素子は、エレベーション方向に整列した複数の音
速制御素子要素（音速制御素子要素“列”）からなり、
しかも、複数の音速制御素子が電子走査方向（アレイ方
向）に整列しているので、全体として、複数の音速制御
素子要素が二次元アレイを構成する。別の見方をする
と、その二次元アレイは、電子走査方向に整列した複数
の音速制御素子要素からなる音速制御素子要素グループ
（音速制御素子要素“行”）を、エレベーション方向に
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複数個整列させたものに相当する。そして、各音速制御
素子グループごとに、音速制御リードが電極として設け
られる。このような構成によれば、複数のグランドリー
ドが共通のグランドとして機能することを前提として、
音速制御素子要素グループごとに音速制御リードを設け
ればよいので、超音波探触子全体として、信号線の本数
や制御回路の増大を回避でき、製造コストを低減でき
る。
【００１９】
【発明の実施の形態】以下、本発明の好適な実施形態を
図面に基づいて説明する。
【００２０】図１には、本発明に係る超音波探触子の要
部構成が斜視図として示されている。なお、この図１に
おいては各種のリードについては図示省略されている。
【００２１】図１において、振動素子アレイ１０は、Ｘ
方向としての電子走査方向（アレイ方向）に並んだ複数
の振動素子１２によって構成されている。各振動素子１
２の相互間には音響的なギャップとしての溝２２が形成
されている。この溝２２内には必要に応じて音響的な隔
絶作用をもった充填剤が充填される。それぞれの振動素
子１２は個別的に動作するものであり、その構成自体は
公知のものである。振動素子アレイ１０の下面側には、
背面側に放射される超音波を吸収するバッキング１４が
設けられている。
【００２２】振動素子アレイ１０の上面側には、本実施
形態において音速制御素子アレイ１６が設けられてい
る。この音速制御素子アレイ１６はアレイ方向に整列し
た複数の音速制御素子１８によって構成され、各音速制
御素子１８はＹ方向としてのエレベーション方向に整列
した複数の要素１８Ａ～１８Ｅによって構成されてい
る。ここで、図示されるように中央に位置する要素１８
Ｃはエレベーション方向に比較的大きな形態を有してお
り、その両側に配置される複数の要素１８Ａ，１８Ｂ，
１８Ｄ，１８Ｅは要素１８Ｃよりも短い幅を有してい
る。図１においては、各音速制御素子１８は５つの要素
１８Ａ～１８Ｅによって構成されているが、もちろんそ
れは一例であって、エレベーション方向における通過超
音波の遅延の細かさなどに応じてその個数を適宜選択す
ればよい。各要素１８Ａ～１８Ｅはそれぞれ独立してそ
れを通過する超音波の音速を可変する機能を有してい
る。具体的には、後に図３を用いて説明するように、各
要素１８Ａ～１８Ｅに接続された可変インピーダンス回
路における電気的なインピーダンスを変化させることに
より、その回路に接続された要素１８Ａ～１８Ｅの音響
的な特性を可変させることができ、その結果、当該要素
１８Ａ～１８Ｅを通過する超音波の音速を調整すること
が可能となる。
【００２３】ちなみに、各音速制御素子１８は例えば圧
電セラミック、圧電単結晶、複合圧電材料、圧電高分子
材料などによって構成される。ちなみに、図１に示され
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るように各要素１８Ａ～１８Ｅの相互間には音響的なギ
ャップとしての溝２０が形成されており、その溝２０内
には音響的な隔絶性をもった充填剤が充填される。すな
わち、上述した溝２２と同様に、この溝２０は音響的な
回り込みを防止するためのものである。
【００２４】以上の説明から理解されるように、振動素
子アレイ１０においては、音速制御機能をもった要素１
８Ａ～１８Ｅが二次元アレイを構成しており、すなわち
エレベーション方向に整列した複数の要素からなる要素
列が電子走査方向に複数個整列し、換言すれば、電子走
査方向に整列した複数の要素からなる要素グループ（要
素行）がエレベーション方向に複数個整列している。
【００２５】音速制御素子アレイ１６の上面側には、第
１整合素子アレイ３０及び第２整合素子アレイ３２が設
けられる。第１整合素子アレイ３０は図示されるように
複数の第１整合素子３４によって構成され、これと同様
に、第２整合素子アレイ３２も複数の第２整合素子３６
によって構成されている。それらの第１整合素子３４及
び第２整合素子３６は、それぞれ複数の要素に分割され
ており、すなわち第１整合素子３４は複数の要素３４Ａ
～３４Ｅに分割され、第２整合素子３６は複数の要素３
６Ａ～３６Ｅに分割されている。それらの要素３４Ａ～
３４Ｅ，３６Ａ～３６Ｅはそれぞれ要素１８Ａ～１８Ｅ
ごとに設けられており、すなわち要素１８Ａ～１８Ｅの
配列と、要素３４Ａ～３４Ｅ及び３６Ａ～３６Ｅの配列
は一致している。つまり、音速制御素子アレイ１６にお
いて音響的な回り込みが防止されているのと同様に、第
１整合素子アレイ３０及び第２整合素子アレイ３２にお
いても音響的な回り込みが防止されている。ちなみに、
それらの素子３４Ａ～３４Ｅ，３６Ａ～３６Ｅの相互間
には溝３５，３７が形成されており、それらの溝３５，
３７には上述したように音響的な隔絶性をもった充填材
が充填される。もちろん、溝２２の上方には、各音速制
御素子１８の間、各第１整合素子３４の間及び各第２整
合素子３６の間に隙間が形成されるが、それらの隙間に
も上記の充填剤が充填される。ただし、そのような溝や
隙間への充填剤の充填に代えて、それらをエアギャップ
とするようにしてもよい。
【００２６】第２整合素子アレイ３２の上面側には、図
示されるような蒲鉾形状をもった中央部が膨らんだ音響
レンズ４０が設けられる。このように音響レンズ４０は
凸型を有しているが、この音響レンズが凹型を有してい
てもよい。周知のように、音響レンズ４０はエレベーシ
ョン方向におけるビームパターンを調整する機能を有し
ているが、それ自体は固定的な調整機能であり、例えば
深さ方向に沿って焦点を可変することはできない。本実
施形態においては、上述したように音速を制御する機能
をもった複数の音速制御素子１８の要素１８Ａ～１８Ｅ
がエレベーション方向に整列して設けられているため、
各振動素子１２より発生した超音波に対してエレベーシ
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ョン方向における時間的な遅延制御を行うことができ、
その結果、音響レンズ４０と同様にエレベーション方向
におけるビームパターンの調整を電子的に行うことがで
きる。すなわち、そのような相加的な作用によって固定
的に設定されるビームパターンを補正するものである。
以上の説明は送信時における超音波の伝搬に関するもの
であったが、受信時においても同様にビームパターンが
調整される。
【００２７】ちなみに、電子走査方向におけるビームパ
ターンの調整は従来同様に電子フォーカス技術が適用さ
れる。本発明はリニアアレイ、コンベックスアレイある
いはセクタアレイなどの各種の形態をもった超音波探触
子に対して適用することができる。
【００２８】図２には、図１において図示省略されてい
た各種の電極すなわちリードが示されている。
【００２９】振動素子アレイ１０の下面側には、各振動
素子１２ごとに信号リード４２が設けられている。ま
た、振動素子１２ごとにグランドリード４４が設けられ
ている。図２に示される例では、グランドリード４４が
アレイを構成しているが、そのグランドリード４４をい
わゆるベタ電極で構成することも可能である。ここで、
グランドリード４４は振動素子アレイ１０及び音速制御
素子アレイ１６についての共通グランドとして機能す
る。また、図２に示されるように、音速制御素子アレイ
１６の上面側には、アレイ方向（電子走査方向）に整列
した複数の要素（音速制御素子要素）からなる要素グル
ープごとに、音速制御リード４６が設けられている。す
なわち、上述したように、各音速制御素子１８はエレベ
ーション方向に例えば５分割されており、その分割区間
に対応して例えば５つの音速制御リード４６が設けられ
る。ここで、ある１つの音速制御リード４６に着目する
と、それは、それぞれの音速制御素子１８におけるエレ
ベーション方向の同一位置の要素にまたがって設けられ
ている。
【００３０】図２に示すような構成によれば、振動素子
アレイ１０においては、信号リード４２について、個別
的に送信信号を供給しあるいは個別的に受信信号を処理
することにより、アレイ方向に整列した各振動素子１２
を独立的に動作させることができる。これと同時に、音
速制御素子アレイ１６において、上記の各要素グループ
ごとに音速制御リード４６に接続された電気的なインピ
ーダンスを可変させることにより、それらを通過する超
音波の音速を個別的に制御することが可能となる。した
がって、いわゆる二次元アレイ振動子を構成して超音波
ビームを二次元的に走査する場合における信号線の本数
に比べて、上記の実施形態によれば超音波探触子全体と
しての信号線の本数を著しく削減できるという効果があ
る。そして、信号線の本数を削減できるので、各信号を
生成する回路や処理する回路の規模を削減できると共
に、製造コストを著しく低減できるという利点がある。

8
【００３１】ちなみに、上記実施形態において、振動素
子アレイ１０における各振動素子のＸ方向の大きさは例
えば０．２ｍｍであり、そのＹ方向における大きさは例
えば１０ｍｍであり、各振動素子１２のＺ方向の厚みは
例えば０．５ｍｍである。また、各音速制御素子１８の
Ｚ方向の厚みは例えば１ｍｍである。
【００３２】上記の実施形態においては、振動素子アレ
イ１０と生体との音響インピーダンスの整合性をより良
好にするために２つの整合素子アレイが重合的に設けら
れていたが、もちろん１つの整合素子アレイのみを設け
るようにしてもよい。
【００３３】図１における振動素子アレイ１０は例えば
１２８個の振動素子１８によって構成されているが、そ
の個数については診断用途などに応じて適宜選択するこ
とができる。ちなみに、溝２２の幅は例えば０．０４ｍ
ｍであり、溝２０，３５，３７の幅は例えば０．０４ｍ
ｍである。
【００３４】図３には、本発明に係る超音波診断装置の
概略的な構成が概念図として示されている。この超音波
診断装置は大別して装置本体４９と超音波探触子５１と
で構成される。
【００３５】超音波探触子５１において、この図３に示
す例では、エレベーション方向に整列した音速制御素子
グループごとに可変インピーダンス回路５０が設けられ
ており、すなわち電気的なインピーダンスを形成する回
路が設けられている。その電気的なインピーダンスは、
装置本体４９内に設けられた制御回路５４によって制御
されている。ちなみに、その制御回路５４は各可変イン
ピーダンス回路５０ごとに設けられており、また振動素
子１２ごとに送受信回路５２が設けられている。それら
の送受信回路５２及びそれらの制御回路５４は図示され
ていないコントローラによって制御されている。
【００３６】図４及び図５には、音速制御素子１８を構
成する各要素１８Ａ～１８Ｅの作用が概念的に示されて
おり、図４においては近距離に音響的なフォーカス点が
設定される場合が示され、図５においては遠距離に音響
的なフォーカス点が設定される場合が示されている。ち
なみに、各図において破線で示されるビームパターンは
音響レンズ４０単体によるものであり、実線によるビー
ムパターンはそれに加えて音速制御素子１８を利用して
形成されるパターンを示している。図４に示されるよう
に、近距離の計測を行う場合には、超音波の遅延量とし
てエレベーション方向における中央部に最も大きな値が
設定され、そこから左右端にかけて段階的に遅延量が少
なく設定される。このような遅延量分布によれば、音響
レンズ４０のみによって形成されるフォーカス点Ｆ２よ
りも浅い側に実フォーカス点Ｆ１を設定することも可能
となる。
【００３７】また、図５に示されるように、遠距離にフ
ォーカス点を設定する場合に、図示されるようにエレベ
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ーション方向における中央部の遅延量も少なくされ、そ
こから左右端にかけて段階的に遅延量が大きくなるよう
に設定される。その結果、図示されるように、音響レン
ズ４０のみによるフォーカス点Ｆ２よりも深い位置に実
フォーカス点Ｆ１を設定することが可能となる。
【００３８】図４及び図５に示す音速制御を行う場合に
おいても、図２に示したように、各要素グループごとに
設けられた音速制御リード４６に接続される電気的なイ
ンピーダンスを可変するだけでよいので、簡単な回路構
成により、浅い領域から深い領域の全範囲にわたって超
音波画像の画質を向上できるという利点がある。図４及
び図５にはフォーカス点の深さ方向における制御が示さ
れていたが、必要に応じてフォーカス点を左右方向すな
わちエレベーション方向にシフトさせるようにしてもよ
く、更にエレベーション方向における送受信開口の大き
さを制限するようにしてもよい。更に、フォーカス点に
ついては維持させたままビームパターン形状を調整する
ことも可能である。なお、上記の音速制御により中央部
と端部との間における位相の乱れなどを抑制することも
できる。
【００３９】図６には、本実施形態に係る超音波探触子
の製造方法がフローチャートとして示されている。Ｓ１
０１では、平板状の圧電部材の下面側に複数の信号リー
ド４２及びバッキング１４が貼付けられ、また、平板状
の圧電部材の上面側に複数のグランドリード４４及び平
板状の音速制御部材が貼付けられる。Ｓ１０２では、Ｓ
１０１で構成された組立体に対してエレベーション方向
に沿ったカッティングが実行され、またそれにより生じ
た溝２２に対して充填剤が充填される。
【００４０】Ｓ１０３では、組立体に対して複数の音速
制御リード４６並びに第１整合部材及び第２整合部材が
貼付けられる。そして、Ｓ１０４では、Ｓ１０３で構成
された組立体に対してアレイ方向に沿ったカッティング
が実行される。さらに、Ｓ１０２で実行されたカッティ
ングと同じ間隔をもって第１及び第２音響整合部材のエ
レベーション方向に沿ったカッティングが実行される。*
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*このカッティングでは、音速制御リード４６を切断する
ことがないよう、第２音響整合部材を完全に切断しない
でわずかな厚みの非切断部を残す。これらにより形成さ
れた溝に対する充填剤の充填がなされる。
【００４１】そして、その後Ｓ１０５において音響レン
ズが貼付けられることになる。なお、複数の信号リード
４２はいわゆるフレキシブル回路基板（ＦＰＣ）によっ
て構成されていてもよく、これについては複数のグラン
ドリード４４及び音速制御リード４６についても同様で
ある。
【００４２】
【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、
ケーブルの本数の著しい増大を招くことなく、エレベー
ション方向における超音波ビームパターンを電子的に調
整することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】  本実施形態に係る超音波探触子の要部構成を
示す斜視図である。
【図２】  リードの配列を説明するための説明図であ
る。
【図３】  本実施形態に係る超音波診断装置の全体構成
を示す概念図である。
【図４】  近距離にフォーカス点が設定される場合にお
ける遅延量分布を示す図である。
【図５】  遠距離にフォーカス点を設定される場合にお
ける遅延量分布を示す図である。
【図６】  超音波探触子の製造方法を示すフローチャー
トである。
【符号の説明】
１０  振動素子アレイ、１２  振動素子、１４  バッキ
ング、１６  音速制御素子アレイ、１８  音速制御素
子、３０  第１整合素子アレイ、３２  第２整合素子ア
レイ、３４  第１整合素子、３６  第２整合素子、４２
  信号リード、４４  グランドリード、４６  音速制御
リード。

【図４】 【図５】
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